
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

元が取れない︕︖ 

「年⾦なんて払っても元が取れないから払いたくないんだけど…」よく聞くフレーズ
なのですが、皆さまはどう思われますか︖特に若い世代はこのように考えている⽅が
多いような気がします。若い世代は本当に元が取れないのでしょうか︖まずは、国⺠
年⾦の最⾼額である「満額」は、2023 年度 795,000 円です。（新規裁定者の年⾦
額満額）この 795,000 円は 20 歳〜60 歳までの 40 年間保険料を払った場合に⽀給
される年⾦額になります。 

いくら払うの︖ 

2023 年の国⺠年⾦保険料が 16,520 円ですから、単純計算ですが 16,520 円を 480
月（40 年）払うと 7,929,600 円…約 800 万円の保険料を払うことになります。結
構な資産形成になりますね。もちろん保険料、年⾦額は毎年変更されます。 

いくらもらえるの︖ 

この 480 月分が納付されていると、終⾝で毎年 795,000 円の年⾦が⽀給されます。
では、どのくらいで⽀払保険料を回収できるのかというと…7,929,600 円÷795,000
円≒9.97 年上記のことから約 10 年で⽀払保険料が回収できることになります。⽼齢
基礎年⾦は原則 65 歳から受給しますので 75 歳以降は、⽀払保険料以上の年⾦額が
もらえるということになります。若い⽅の⾔い分としては「現在はそうかもしれない
けど、将来は 65 歳からもらえるとは限らない︕70 歳からになるでしょ︕」という叫
びが聞こえてきそうな気がします。仮に 70 歳から⽀給されるようになったとしても
10 年だと 80 歳以上からは⽀払保険料以上の年⾦がもらえます。 

不安ではあるけれど… 

今後は、どうなるのか分からないので、特に若い世代は不安になるのは当然のことと
思いますが、⽼後の収⼊の⼤部分である⽼齢年⾦をあえて放棄する必要はないと思い
ます。また、⽼後、同世代は年⾦をもらっているのに、⾃分だけもらえないというの
は、きっと寂しくなると思います。この議論については、昔からありました。私が若
い頃も、こんな議論がされていた記憶があります。公的年⾦は、⽼齢年⾦だけではあ
りません。障害年⾦や遺族年⾦もありますので、個⼈的には払った⽅が良いと思いま
すが皆さんはどう思いますか︖ では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

将来に向けた不安。これは常にあるも

のでそれが当然と思います。何が心

配ですか？を伺う仕事をしています。 

何が心配ですか？ 

最近各地で地震が多くて…。うちの会

社、地震保険に入っていないんだけど

どうしたらいいですか？ 

火災保険は更新しないとだけど、保険

料がねぇ…・。水災は心配だけど、今

回は補償なしでいいにします。 

車を買い替えてやっと納車になりま

す。今まで古い車だったから車両保険

は付けていなかったけど…。そんなに

高くなるんですね。どうしようかな？ 

病気しても健康保険があるし、休業手

当も出るし、高額医療費の制度もある

し、医療保険って要らないですよね？ 

何か保険に入ってないと心配だけど、

何が良いかわからなくって…。しかも

掛け捨てってもったいないですよね。

10年毎にお金が戻ってくる保険みた

いのがあるって聞いたけどそれってど

うなの？ 

毎年、年金で 795,000？っていうことは

…月々66,250？足りますか？ 

うちの家系はガンにならないけど、認

知症が心配なんです。誰に面倒見て

もらえるかって言っても…。 

何が心配ですか？（浅井） 

料金別納郵便 

 

 

 



編 集 発 行 人

専業営業開発室
〒150-8488
東京都渋谷区恵比寿1-28-1
TEL  0 3（5 7 8 9）6 4 2 3
FAX 0 3（5 7 8 9）6 4 3 0

 
経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

（皐月）MAY
3日・憲法記念日　4日・みどりの日　5日・こどもの日

日 月 火 水 木 金 土

5 2023（令和5年）

◆  5月の税務と労務 5月

地方税納付書にQRコード　令和5年度から、地方税の納付書に「地方税統一QRコード」
（eL-QR）が付されています。このQRコードにより、市・県民税（普通徴収）や固定資産税・
都市計画税、自動車税・軽自動車税（種別割）について、eLTAXや金融機関、スマホア
プリによる納税ができます（対象税目は自治体により異なります）。

国　税／ 4月分源泉所得税の納付 5月10日
国　税／ 3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 5月31日
国　税／ 9月決算法人の中間申告 5月31日
国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 5月31日
国　税／ 確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付 5月31日
国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月15日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付 
 都道府県の条例で定める日

ハンカチの木

 ・ 
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6 2023（令和5年）

スタートアップ創出促進保証制度

あじさい

日

土

月
火
水
木
金
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・
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付 
 6月12日
国　税／所得税の予定納税額の通知 
 6月15日
国　税／ 4月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等） 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告 
 6月30日
国　税／ 7月、10月、1月決算法人

の消費税等の中間申告（年
3回の場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 6月30日

　経営者保証を不要とする信用保証制度。創業予定者や分社化予
定者、創業後5年未満の法人などを対象に、保証限度額3,500万円、
保証期間10年以内、据置期間1年（一定要件満たすと3年）以内、
信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2％上乗せした保
証料率で、審査の上、融資が受けられます。



6 月号─2

　
長
期
金
融
市
場

に
は
、
債
券
市
場

と
株
式
市
場
が
あ

り
ま
す
。

　
債
券
市
場
は
、

債
券
を
取
引
す
る

市
場
の
こ
と
で

す
。

　
日
本
政
府
が
発

行
す
る
国
債
市

場
、
地
方
公
共
団

体
が
発
行
す
る
地

方
債
市
場
、
一
般

企
業
が
発
行
す
る

社
債
市
場
等
が
あ

り
ま
す
。

　
何
と
言
っ
て
も

債
券
市
場
で
は
国

債
市
場
が
大
部
分

を
占
め
、
と
り
わ

け
そ
の
中
で
も
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
大
き

い
の
は
10
年
物
国

債
で
す
。
10
年
物

国
債
の
金
利
は
長

期
金
利
の
指
標
で

あ
り
、
ニ
ュ
ー
ス

に
も
し
ば
し
ば
登

場
し
ま
す
。

　
株
式
市
場
は
、

　
短
期
金
利
を
起
点
に
す
る
こ
と
は
、

日
本
銀
行
が
働
き
か
け
る
金
融
政
策

を
反
映
し
や
す
い
か
ら
で
す
。
短
期

金
利
は
短
期
市
場
で
の
金
利
で
す

が
、
短
期
金
融
市
場
と
言
っ
て
も
皆

様
に
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
し
ょ
う
。

　
短
期
金
融
市
場
は
お
金
の
や
り
取

り
だ
け
を
す
る
（
金
融
機
関
が
日
々

の
短
期
的
な
資
金
の
過
不
足
を
調
整

し
て
い
ま
す
）
市
場
で
、
そ
の
参
加

者
は
銀
行
、
信
託
銀
行
、
信
用
金
庫
、

投
資
信
託
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社

他
短
資
会
社
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
波
及
効
果
は
無
視

で
き
ま
せ
ん
。
結
局
、
経
済
全
体
に

影
響
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
下
図

参
照
。
金
利
の
引
き
上
げ
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
引
き
下
げ
の
場
合
は
逆

方
向
に
な
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
）。

　
経
営
者
の
方
は
借
り
入
れ
が
窮
屈

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
個
人

で
は
住
宅
ロ
ー
ン
の
支
払
い
に
及
ん

で
く
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
短
期
金
融
市
場

は
、
金
融
の
プ
ロ
同
士
の
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
期
金
融
市
場
に
つ
い
て

　
で
は
、
長
期
金
融
市
場
は
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
最
近
の
経
済
記
事
を
み
る
と
、
金

融
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。

　
記
事
の
内
容
に
は
、
日
銀
の
資
産

は
国
債
の
買
い
入
れ
で
膨
張
を
続
け

て
い
る
と
か
、
日
銀
は
国
債
買
い
入

れ
オ
ペ
を
通
じ
て
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ

に
影
響
を
与
え
て
い
る
等
、
金
融
機

関
に
勤
務
し
て
い
る
者
以
外
は
分
か

り
難
い
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
金
融
と
経
済
の
結
び
つ
き
を
解
く

に
は
色
々
な
取
り
組
み
方
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、「
起
点
」
に
短
期
金

利
を
置
き
、
考
え
る
の
も
一
方
法
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す（
下
図
参
照
）。

住宅ローン
金利上昇

企業の借入
金利上昇

家計資産
減少

企業の株式
発行減少

輸出価格
上昇

輸出採算
悪化

株価の下落 為替の上昇長期金利の上昇

経済全体への影響（景気押し下げ、物価下落など）

短期金利の引き上げ

雇用状況
悪化・設備
投資減少

輸出減少設備投資
減少

消費の
減少

設備投資
減少

住宅建設
減少

〈図〉

金融記事を
読み解こう
～債券関係～



3─6月号

　
つ
ま
り
、
金
利
が
３
％
か
ら
５
％

に
上
が
る
と
債
券
価
格
は
下
落
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
同
じ
１
０
０
を
３
よ
り
大
き
い
５

で
割
る
の
で
す
か
ら
分
母
の
１
０
０

は
小
さ
な
数
字
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
理
屈
さ
え
わ
か
れ
ば
、
各
銀

行
が
金
利
の
上
昇
を
予
想
し
て
保
有

し
て
い
る
国
債
を
売
り
出
そ
う
と
す

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
K
氏
が

書
い
た
記
事
を
紹
介
し
ま
す
。
金
融

機
関
に
勤
務
の
者
に
対
し
書
い
て
い

る
の
で
な
ん
と
な
く
わ
か
る
だ
け
で

十
分
で
す
。

　
今
年
４
月
の
黒
田
日
銀
総
裁
の
退

任
を
受
け
て
、
そ
れ
以
降
の
日
本
の

債
券
市
場
は
、
日
銀
の
出
口
戦
略
の

実
行
を
意
識
す
る
動
き
と
な
る
。
基

本
的
に
は
金
利
上
昇
方
向
、
価
格
は

下
落
方
向
と
な
ろ
う
。

　
債
券
市
場
に
と
っ
て
第
一
の
大
き

な
山
場
と
な
る
の
は
、
令
和
６
年
あ

る
い
は
そ
れ
以
降
と
見
込
ま
れ
る
、

マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
の
解
除
で
あ
る

（
注
１
）。

　
そ
し
て
、
暫
く
の
間
を
置
い
た
後

に
日
銀
は
長
期
金
利
に
目
標
を
設
定

し
た
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
・
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

東
京
証
券
取
引
所
の
様
子
な
ど
が
頻

繁
に
報
道
さ
れ
ま
す
か
ら
イ
メ
ー
ジ

し
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
債
券
と
株
式
に
つ
い
て
比

較
し
ま
す
と
、
債
券
は
利
払
い
、
元

本
償
還
の
時
期
・
額
が
契
約
で
確
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
株
式
は
企

業
業
績
や
経
営
方
針
に
よ
っ
て
配
当

額
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
（
大
幅
な

増
配
も
あ
れ
ば
業
績
不
振
で
無
配
も

あ
る
）。
ま
た
、
債
券
は
償
還
で
、

先
述
の
10
年
物
国
債
は
10
年
間
で
期

限
を
迎
え
ま
す
が
、
株
式
は
期
限
が

あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
価
格
変
動

か
ら
見
ま
す
と
、
債
券
は
相
対
的
に

小
さ
く
、
株
式
は
大
き
い
。

　
保
有
動
機
か
ら
見
て
も
債
券
は
利

回
り
を
中
心
と
し
て
売
買
さ
れ
、
株

式
は
株
価
の
値
上
が
り
、
値
下
が
り

を
重
視
し
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

債
券
の
理
解

　
債
券
は
長
期
資
金
を
調
達
す
る
た

め
の
債
務
証
書
で
あ
り
、
前
述
の
と

お
り
期
間
中
に
利
払
い
が
あ
る
こ
と

や
満
期
に
は
元
本
が
返
済
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
額
面
は
決
ま
っ
て
い
る

し
、
利
払
い
も
決
ま
っ
て
い
る
の
に

何
故
、
価
格
が
変
動
す
る
の
か
、
そ

も
そ
も
「
国
債
等
債
券
で
儲
け
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
っ

た
こ
と
が
非
常
に
分
か
り
難
い
と
こ

ろ
で
す
。
図
に
は
載
せ
ま
せ
ん
で
し

た
が
長
期
金
利
の
上
昇
は
債
券
下
落

を
生
じ
ま
す
。

　
さ
て
、
金
利
が
上
昇
す
る
と
債
券

価
格
は
下
落
、
金
利
が
下
落
す
る
と

債
券
価
格
は
上
昇
す
る
、
こ
の
こ
と

は
頻
繁
に
新
聞
に
も
出
て
き
ま
す
。

　
数
式
を
使
い
ま
す
が
電
卓
を
手
元

に
置
き
計
算
す
る
こ
と
で
一
層
理
解

し
易
く
な
り
ま
す（
実
例
参
照
）。

こ
れ
が
、
債
券
市
場
に
と
っ
て
第
二

の
山
場
と
な
る
だ
ろ
う（
注
２
）。

注
１ 

　
金
融
機
関
が
余
っ
た
お
金
を

日
銀
に
預
け
て
い
ま
す
が
日
銀

は
そ
の
預
金
の
一
部
に
マ
イ
ナ

ス
金
利
を
付
け
ま
し
た
。
異
例

の
策
で
あ
り
、
平
成
28
年
１
月

の
こ
の
決
定
に
は
問
題
点
が
多

い
と
指
摘
す
る
金
融
機
関
関
係

者
も
い
ま
す
。

注
２ 

　
日
銀
は
通
常
、
短
期
金
利
で

も
っ
て
金
融
政
策
を
実
行
し
て

い
く
の
で
す
が
現
在
、
10
年
物

国
債
の
金
利
に
目
標
を
設
定
す

る
異
例
の
決
定
を
し
て
い
ま
す
。

目
標
値
を
維
持
す
る
た
め
に
大

量
の
国
債
を
買
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
何
ら
か
の
理
由
で
長
期

金
利
に
強
い
上
昇
圧
力
が
か
か

れ
ば
制
御
不
能
と
な
る
リ
ス
ク

が
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
今
回
の
内
容
は
、
難
し

い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

図
を
見
て
金
利
が
経
済
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
だ
け
見
て
頂

い
て
も
結
構
で
す
し
、
今
騒
が
れ
て

い
る
累
積
す
る
国
債
は
、
今
後
ど
の

よ
う
な
方
向
に
向
か
う
の
か
と
い
っ

た
観
点
の
興
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と

も
必
要
で
し
ょ
う
。

実例　〈５年物国債、額面100万円〉

金利5％の場合の現在価値は、

　100÷（1.05）5で約78.4万円。

　（100を1.05×1.05×1.05×1.05×1.05）

で割ります。

※ちなみに、金利3％の場合は、

　100÷（1.03）5で約86.3万円。
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一  

　
金
融
商
品

　
金
融
商
品
に
は
、
株
式
や
債
券
、

投
資
信
託
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト

と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
大
き
な
収

益
を
得
ら
れ
る
も
の
に
は
、
そ
れ
な

り
に
リ
ス
ク
を
伴
い
ま
す
。

　
金
融
商
品
の
う
ち
投
資
信
託
は
、

運
用
を
投
資
の
専
門
家
に
任
せ
る
の

で
、
元
本
割
れ
を
す
る
可
能
性
は
あ

り
ま
す
が
、
株
式
よ
り
も
リ
ス
ク
は

低
め
で
、
投
資
の
初
心
者
に
は
比
較

的
始
め
や
す
い
金
融
商
品
で
す
。

二  

　
投
資
信
託
の
仕
組
み

　
投
資
信
託
は
、
運
用
会
社
が
開
発

す
る
金
融
商
品
で
、
銀
行
や
証
券
会

社
な
ど
の
販
売
会
社
で
購
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
投
資
家
か
ら
支
払

わ
れ
た
申
込
金
は
信
託
銀
行
に
集
め

ら
れ
、
信
託
銀
行
は
運
用
会
社
の
指

示
に
基
づ
い
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

運
用
会
社
は
、
決
算
ご
と
に
運
用
報

告
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
投
資
信
託
は
、
運
用
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
利
益
を
投
資
家
に
分
配
す
る

「
分
配
金
」
と
、
投
資
信
託
を
換
金

す
る
こ
と
で
生
じ
る
「
譲
渡
益
」
の

２
種
類
の
利
益
が
生
じ
ま
す
。な
お
、

投
資
信
託
を
購
入
し
た
時
よ
り
も
基

準
価
額
が
下
落
し
た
と
き
に
換
金
す

れ
ば
、「
譲
渡
損
」
に
な
り
ま
す
。

投
資
信
託
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益

に
は
、
所
得
税
と
住
民
税
を
合
わ
せ

て
20
・
３
１
５
％
の
税
金
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

三  

　
従
来
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　
株
式
や
投
資
信
託
な
ど
の
金
融
商

品
を
運
用
し
て
得
た
利
益
に
は
、
所

得
税
や
住
民
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
専
用
の
口
座
内
で
一

定
の
範
囲
内
で
購
入
し
た
金
融
商
品

か
ら
得
ら
れ
た
利
益
に
は
、
税
金
が

か
か
ら
な
く
な
る
制
度
で
す
。
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
に
は
、
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
つ
み

た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
が
あ
り
、
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
平
成

26
年
１
月
か
ら
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
は
平
成
30
年
１
月
か
ら
、
ジ
ュ
ニ

ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
平
成
28
年
４
月
か
ら

制
度
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
毎
年
１
２
０

万
円
分
の
非
課
税
投
資
枠
が
あ
り
、

こ
の
範
囲
内
で
購
入
し
た
金
融
資
産

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
に
つ
い
て

は
、
購
入
し
た
年
か
ら
５
年
間
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。
１
２
０
万
円
×
５

年
間
で
最
大
６
０
０
万
円
、
非
課
税

で
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
そ
の
年
に
未
使
用
の
非
課
税

枠
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
翌

年
以
降
に
繰
り
越
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
株
式
・

投
資
信
託
や
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
な
ど
、
多
く

の
金
融
商
品
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
毎
年
40

万
円
分
の
非
課
税
投
資
枠
が
あ
り
、

こ
の
範
囲
内
で
購
入
し
た
金
融
資
産

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
に
つ
い
て

は
、
購
入
し
た
年
か
ら
20
年
間
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。
対
象
と
な
る
金
融

商
品
は
、
長
期
の
積
立
・
分
散
投
資

に
適
し
た
一
定
の
投
資
信
託
な
ど
に

限
ら
れ
ま
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
毎
年
80

万
円
の
非
課
税
投
資
枠
が
あ
り
ま

す
。
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
つ
み
た
て
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
違
い
、
未
成
年
者
し
か
口

座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
18
歳
ま
で
は
、
災
害
等
や
む
を

得
な
い
場
合
を
除
い
て
原
則
と
し
て

払
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
は
、
１
人
に
つ
き

１
口
座
し
か
開
設
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。ま
た
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
内
で
、

一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
又
は
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
　 

令
和
６
年
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る「
新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」

　
令
和
５
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
っ

て
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
が
令
和
６
年
か

ら
抜
本
的
に
拡
充
・
恒
久
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
で
は
、
従

来
の
「
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」、「
つ
み
た

て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
が
廃
止
さ
れ
、「
つ

み
た
て
投
資
枠
」、「
成
長
投
資
枠
」

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
令
和
５
年

ま
で
に
従
来
の
制
度
で
投
資
を
し
た

商
品
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ

令和５年度税制改正で
NISA制度が変わります
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Ａ
制
度
と
は
切
り
離
し
て
、
従
来
の

制
度
に
お
け
る
非
課
税
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
従
来
の
制
度
に

お
け
る
非
課
税
期
間
が
終
了
し
た
後

に
、
保
有
し
て
い
る
金
融
資
産
を
新

し
い
制
度
の
非
課
税
投
資
枠
に
移
す

こ
と（
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
と
い
い
ま
す
）

は
、
で
き
ま
せ
ん
。

　
新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
は
、
つ
み

た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資
枠
を
併
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
間
投
資

枠
は
、
つ
み
た
て
投
資
枠
が
１
２
０

万
円
で
成
長
投
資
枠
が
２
４
０
万
円

な
の
で
、
合
計
で
年
間
３
６
０
万
円

ま
で
投
資
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

非
課
税
で
保
有
で
き
る
限
度
額
は
、

つ
み
た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資
枠
を

合
わ
せ
て
１
８
０
０
万
円
ま
で
で
、

そ
の
う
ち
成
長
投
資
枠
に
つ
い
て
は

１
２
０
０
万
円
に
な
り
ま
す
。
こ
の

金
額
は
、
買
付
残
高
（
簿
価
残
高
）

で
管
理
さ
れ
ま
す
。

　
従
来
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、
一
度
利

用
し
た
非
課
税
枠
は
、
金
融
商
品
を

売
却
し
て
も
再
利
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
し
い
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
制
度
で
は
、
金
融
商
品
を
売
却

す
る
と
非
課
税
枠
を
再
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
非
課
税
保
有
期
間
が
無
期
限
に
な

る
こ
と
か
ら
、
定
期
的
に
利
用
者
の

住
所
な
ど
を
確
認
し
て
、
制
度
の
適

正
な
運
用
を
担
保
す
る
こ
と
や
、
非

課
税
保
有
限
度
額
に
つ
い
て
の
情
報

を
国
税
庁
が
管
理
す
る
制
度
も
設
け

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
従
来
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
を
利
用
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、

新
制
度
の
開
始
時
に
新
し
い
口
座
が

自
動
的
に
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
新
制

度
の
手
続
き
が
複
雑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
手
当
て
さ
れ
ま
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
で
終
了
に
な
り
ま
す
。
従

来
の
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
投
資
し

た
商
品
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
期
間

が
終
了
し
た
後
は
自
動
的
に
継
続
管

理
勘
定
に
移
管
さ
れ
て
、
18
歳
に
な

る
ま
で
非
課
税
で
保
有
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

従来のNISA と新しいNISA の比較 金融庁資料より

従来のNISA
つみたてNISA　 一般 NISA ジュニアNISA

年間投資枠 40 万円 120 万円 80 万円
非課税保有期間 20 年間 5年間 5年間
非課税保有限度額 800 万円 600 万円 400 万円

投資対象商品 長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託　

上場株式　投資信託
REIT　など

上場株式　投資信託
REIT　など

対象年齢 18 歳以上 18 歳以上 18 歳未満

令和 6年から

新しいNISA

ジ
ュ
ニ
ア
N
I
S
A
は
廃
止

つみたて投資枠　 　成長投資枠
年間投資枠 120 万円 240 万円
非課税保有期間 無期限化 無期限化

非課税保有限度額
1,800 万円（枠の再利用が可能）

1,200 万円（内数）
口座開設期間 恒久化 恒久化

投資対象商品 従来のつみたてNISA
対象商品と同様　　　

上場株式　　　
投資信託など泫

対象年齢 18 歳以上 18 歳以上

泫　整理・監理銘柄、信託期間 20 年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託などを除外

選択制

併用可
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女
性
の
就
業
が
進
む
な
ど
社
会
の

実
情
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、

配
偶
者
の
収
入
要
件
が
あ
る
「
配
偶

者
手
当
」
に
つ
い
て
は
、
税
制
・
社

会
保
障
制
度
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
就
業
調
整
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
が
設
置
し
た
「
女
性

の
活
躍
促
進
に
向
け
た
配
偶
者
手
当

の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お

い
て
は
、
平
成
27
年
12
月
か
ら
平
成

28
年
３
月
に
か
け
て
議
論
が
行
わ

れ
、
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
や
、
見

直
し
を
行
う
場
合
の
留
意
点
等
が
公

開
さ
れ
ま
し
た
（
令
和
５
年
１
月
に

改
訂
版
公
開
）。

　
厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局

が
公
開
し
た
周
知
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
お
い
て
は
「
各
企
業
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
労
使
に
お
い
て
「
配
偶

者
手
当
」
の
在
り
方
の
検
討
を
行
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
厚
生
労
働
省
に

お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
配
偶
者
手

当
の
在
り
方
の
検
討
に
関
し
考
慮
す

べ
き
事
項
」の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、

企
業
の
実
情
も
踏
ま
え
て
労
使
で
真

な
話
合
い
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。」
と
の

記
載
が
付
し
て
あ
り
ま
す
。

一

　配
偶
者
手
当
等
の
動
向

１
　
配
偶
者
手
当
の
支
給
状
況

　
民
間
企
業
に
お
い
て
、
配
偶
者
が

い
る
従
業
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る

手
当
の
こ
と
を
「
配
偶
者
手
当
」
と

い
い
ま
す
が
、
実
際
の
手
当
の
名
称

は
、
企
業
に
よ
っ
て
「
家
族
手
当
」、

「
扶
養
手
当
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
民
間
企
業
に
お
け
る「
家
族
手
当
」

の
支
給
状
況
を
調
査
し
た
「
令
和
４

年
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
」
に

よ
る
と
、
家
族
手
当
を
支
給
す
る
事

業
場
は
55
・
１
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
　
就
業
調
整
の
実
態

　
有
配
偶
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
21
・
８
％
は
、
税
制
、
社
会
保

障
制
度
、
配
偶
者
の
勤
務
先
で
支
給

さ
れ
る
「
配
偶
者
手
当
」
な
ど
を
意

識
し
、
そ
の
年
収
を
一
定
額
以
下
に

抑
え
る
た
め
に
就
労
時
間
を
調
整
す

る「
就
業
調
整
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
調
整
を
す
る
理
由
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
複
数
回

答
）。

・
　
一
定
額
（
１
３
０
万
円
）
を
超

え
る
と
配
偶
者
の
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
外

れ
、
自
分
で
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
…
約
６
割

・
　
自
分
の
所
得
税
の
非
課
税
限
度

額
（
１
０
３
万
円
）
を
超
え
る
と

税
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
…
約
５
割

・
　
一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

税
制
上
の
配
偶
者
控
除
が
無
く
な

り
、
配
偶
者
特
別
控
除
が
少
な
く

な
る
…
約
４
割

・
　
一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

会
社
の
配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な

く
な
る
…
約
２
割

３
　
就
業
調
整
の
影
響

　
報
告
書
に
お
い
て
は
、
就
業
調
整

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

・
　
パ
ー
ト
労
働
者
を
多
く
雇
用
す

る
企
業
で
は
、
繁
忙
期
で
あ
る
年

末
の
人
材
確
保
に
苦
慮
し
て
い

る
。

・
　
正
社
員
な
ど
、
同
じ
職
場
の
労

働
者
の
負
担
が
増
え
て
い
る
。

・
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
全
体
の

賃
金
相
場
の
上
昇
に
、
抑
制
的
に

機
能
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

・
　
女
性
が
そ
の
持
て
る
能
力
を
十

分
に
発
揮
で
き
な
い
要
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。

・
　
日
本
経
済
全
体
に
と
っ
て
も
、

人
的
資
源
を
十
分
に
活
用
で
き
て

い
な
い
状
況
を
も
た
ら
す
。

二

　配
偶
者
手
当
見
直
し
の
留
意
点

　
法
令
や
通
達
に
基
づ
く
見
直
し
の

留
意
点
を
掲
げ
ま
す
。

１
　
労
働
契
約
法

　「
配
偶
者
手
当
」
を
含
め
た
賃
金

制
度
の
円
滑
な
見
直
し
を
す
る
に
当

た
り
、
関
連
法
令
と
し
て
労
働
契
約

法
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。
な
お
、

変
更
の
際
は
、
手
順
や
合
理
性
な
ど

に
気
を
つ
け
な
が
ら
実
施
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

・
　
使
用
者
は
、
労
働
者
と
合
意
す

る
こ
と
な
く
、
就
業
規
則
を
変
更

す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
不

利
益
に
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る

配
偶
者
手
当
の
在
り
方

　〜
女
性
の
活
躍
促
進
に
向
け
た

　
　
　配
偶
者
手
当
の
在
り
方
検
討
会
よ
り
〜



7─6月号

労
働
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
（
次
に
掲
げ
る
労
働
契
約

法
第
10
条
に
該
当
す
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
は
な
い
）。（
労
働
契
約

法
第
９
条
）

・
　
使
用
者
が
就
業
規
則
の
変
更
に

よ
り
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合

に
は
、
変
更
後
の
就
業
規
則
を
労

働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
就
業

規
則
の
変
更
が
、
労
働
者
の
受
け

る
不
利
益
の
程
度
、
労
働
条
件
の

変
更
の
必
要
性
、
変
更
後
の
就
業

規
則
の
内
容
の
相
当
性
、
労
働
組

合
等
と
の
交
渉
の
状
況
そ
の
他
の

就
業
規
則
の
変
更
に
係
る
事
情
に

照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
労
働
契
約
の
内
容
で
あ

る
労
働
条
件
は
、
原
則
と
し
て
、

当
該
変
更
後
の
就
業
規
則
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る（
労

働
契
約
法
第
10
条
）。

２
　
そ
の
他
の
留
意
事
項

　
そ
の
他
の
留
意
事
項
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
基

発
０
５
０
９
第
１
号
　
平
成
28
年
５

月
９
日
付
「
配
偶
者
手
当
の
在
り
方

の
検
討
に
関
し
考
慮
す
べ
き
事
項
」

よ
り
）。

・
　
ニ
ー
ズ
の
把
握
な
ど
従
業
員
の

納
得
性
を
高
め
る
取
組

・
　
労
使
の
丁
寧
な
話
合
い
・
合
意

・
　
賃
金
原
資
総
額
の
維
持

・
　
必
要
な
経
過
措
置

・
　
決
定
後
の
新
制
度
に
つ
い
て
の

丁
寧
な
説
明

三

　見
直
し
の
実
施
・
検
討
事
例

　
配
偶
者
を
対
象
と
し
た
手
当
に
関

す
る
見
直
し
が
実
施
・
検
討
さ
れ
た

事
例
等
を
紹
介
し
ま
す
。

１
　
見
直
し
の
背
景

・
　
経
営
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
外
部

環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
能

力
・
成
果
を
反
映
・
重
視
し
た
処

遇
制
度
、
役
割
給
制
度
へ
の
見
直

し
・
　
女
性
の
社
会
進
出
、
従
業
員
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
等
を

踏
ま
え
た
処
遇
の
公
平
性
・
納
得

性
の
あ
る
制
度
へ
の
見
直
し

・
　
若
手
か
ら
65
歳
ま
で
成
長
・
活

躍
し
続
け
ら
れ
る
制
度
へ
の
見
直

し
・
　
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
や
次

世
代
育
成
支
援
の
観
点
か
ら
の
見

直
し

２
　
労
使
交
渉
等

・
　
多
く
の
場
合
、
１
〜
２
年
程
度

の
期
間
を
か
け
て
丁
寧
に
労
使
で

話
合
い
、
交
渉
が
行
わ
れ
労
使
合

意
の
上
で
決
定
。

・
　
労
使
の
話
合
い
の
結
果
、
制
度

見
直
し
前
に
手
当
が
支
給
さ
れ
て

い
た
者
を
対
象
と
し
て
経
過
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
ケ
ー
ス
も

多
い
。

・
　
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
労
使

協
議
の
段
階
か
ら
従
業
員
に
対
し

て
説
明
会
を
行
う
な
ど
、
従
業
員

の
納
得
性
を
高
め
る
取
り
組
み
も

行
わ
れ
て
い
る
。

３
　
見
直
し
の
内
容

・
　
見
直
し
の
具
体
的
な
内
容
は
、

各
企
業
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、

方
針
、
労
使
の
話
合
い
の
結
果
等

に
よ
り
多
様
で
あ
る
。

・
　
賃
金
原
資
の
総
額
が
維
持
さ
れ

る
よ
う
賃
金
制
度
の
見
直
し
が
行

わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　
例 

　
基
本
給
や
能
力
給
に
組
み
入

れ
る
ケ
ー
ス
／
他
の
扶
養
者
に

対
す
る
手
当
に
組
み
入
れ
る

ケ
ー
ス

・
　
制
度
見
直
し
前
に
手
当
が
支
給

さ
れ
て
い
た
者
を
対
象
と
し
て
、

経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た

ケ
ー
ス
も
多
い
。

例
　
数
年
か
け
て
段
階
的
に
減

額
・
廃
止
す
る
ケ
ー
ス

４
　
見
直
し
内
容
の
具
体
例

⑴

　配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

廃
止

・
　
家
族
手
当
を
廃
止
し
、
ま
た
は

配
偶
者
を
対
象
か
ら
除
外
し
相
当

部
分
を
基
本
給
等
に
組
入
れ

・
　
配
偶
者
に
対
す
る
手
当
を
廃
止

し
、
子
ど
も
や
障
害
を
持
つ
家
族

等
に
対
す
る
手
当
を
増
額

・
　
家
族
手
当
や
住
宅
手
当
を
廃
止

し
、
基
礎
能
力
に
応
じ
て
支
給
す

る
手
当
を
創
設

⑵

　配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

縮
小

・
　
配
偶
者
に
手
厚
い
支
給
内
容

を
、
扶
養
家
族
１
人
あ
た
り
同
額

を
支
給
（
配
偶
者
に
対
す
る
手
当

を
減
額
し
、
子
ど
も
や
障
害
を
持

つ
家
族
等
に
対
す
る
手
当
を
増

額
）

・
　
配
偶
者
に
対
す
る
手
当
は
、
一

定
の
年
齢
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る

場
合
の
み
支
給

・
　
管
理
職
及
び
総
合
職
に
対
す
る

扶
養
手
当
を
廃
止
し
、
実
力
、
成

果
、
貢
献
に
応
じ
て
配
分

⑶

　配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

存
続

・
　
他
の
手
当
は
改
廃
し
た
も
の
の
、

生
活
保
障
の
観
点
か
ら
家
族
手
当

は
存
続



6 月号─8

　「ハラハラ社員」に悩む上司が増えてい
ます。「ハラハラ」は「ハラスメント・ハラ
スメント」のことです。
　他者からの注意・指導に対して「不愉快
だ」と思った部下が過剰に上司を追及する、
一種の嫌がらせの行為です。
　ハラハラが起きる時の場面としては、遅
刻が多い部下に注意したとか、スキルアッ
プのために高いレベルの仕事を与えたとか、
親の具合が悪いという理由で休んだので翌
日に親の様子を聞いてみた、など‥‥。
　ハラハラによる職場への悪影響としては、
①　上司が委縮してしまい、部下への必要
な注意・指導が出来なくなってくる

②　部下に仕事が頼みづらくなり、上司が
その分の仕事を負い、生産的な仕事に支
障をきたす

③　上司がメンタル不調に陥り、体調を崩
す

　一方、ハラハラをする側の社員にとって
は、上司からの小言が無くなったと思うか
もしれません。しかし、本人にとってもマ
イナス面がかなり出ます。
　例としては、以下のとおりです。
①　上司からの指導が受けられなくなり、
スキルが向上しない
②　職場での評価を下げ昇進・昇給に影響
する
③　同僚等の評価が下がるばかりではなく
職場への悪影響を与える
　このように、職場にハラハラ社員がいる
ことは、誰にとっても得になりません。
　では、ハラハラ社員の対策ですが、「社
内研修でハラハラの判断基準を職場の共通
認識にする」、「ハラスメント防止規定を作
りハラハラの処罰の対象を明確にする」、「上
司、同僚もハラハラには客観的に対応する
ことを心掛ける」などです。
　ハラスメントが行われている職場は、業
績にも影響する事を認識したいものです。

「ハラハラ社員」への対応

　中小企業経営者の中には、新聞記事に対
して記者がどのようなネタを求めているの
か、どうすれば自社を記事に取り上げてく
れるのか、という事を思ったことがあるの
ではないでしょうか。
　一般紙のT 記者の説明ですが、①独自性、
②時流、③広がり、といったところを重視
するそうです。①の独自性は言わずもがな
ですが、②と組み合わせることで、取り上
げる確率はグッと上がります。今ならば人
手不足と賃金にどのように対応できている
か等々です。会社の独自の取り組みがホッ
トな話題に関係していれば、記者も社内で
掲載するようアピールしやすいのです。
　③については媒体ごとに異なります。例
えば鉄の業界で画期的な技術開発をしたと
言ってきても、鉄の専門誌ならばともかく
一般紙の場合、読者に分かりやすく説明す
る必要があるので、記者との意見交換を十
分にすることが必要となります。

記者の眼　
総
合
商
社
I
社
の
現
在
の
経
営

方
針
は
、
O
社
長
の
経
営
理
念
を

反
映
し
た「
カ
・
ケ
・
フ
」で
す
。

　「
カ
」は
稼
ぐ
。「
ケ
」は
削
る
。「
フ
」

は
防
ぐ
。
カ
と
ケ
は
す
ぐ
に
分
か
る

の
で
す
が
、フ
は
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。

　
O
社
長
に
よ
る
と
、
フ
と
は
不

測
の
事
態
を
想
定
し
、
企
業
の
根
幹

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
危
険
を
避
け

仕
事
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
フ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
中

小
企
業
経
営
に
と
っ
て
難
し
い
経
営

判
断
の
一
つ
に
設
備
投
資
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
・
N
社
長
は

「
N
カ
ッ
ト
」（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器

に
複
雑
な
模
様
を
金
型
で
加
工
す

る
）
の
試
作
を
す
る
際
、
現
状
の
設

備
を
使
っ
て
３
年
間
で
成
功
し
な
け

れ
ば
撤
退
す
る
と
決
め
着
手
。
２
年

と
10
か
月
目
に
「
ダ
メ
か
」
と
思
っ

た
と
き
に
完
成
。

　
こ
の
時
の
考
え
方
は
、
私
の
原
点

に
な
っ
て
い
る
と
話
し
ま
す
。

「
カ
・
ケ
・
フ
」

発行


